
 

消防団充実強化に係る取組事例 

NO. ２１－３ 分野 
５．事業所関係 

（５）その他 
作成年月 令和元年８月 

地方公共団体名 岐阜県 担当課 消防課 

連絡先 
Tel    058-272-1111(内線 2471) 

E-mail c11193@pref.gifu.lg.jp 

タイトル 岐阜県消防団員雇用貢献企業報奨金制度 

取組の概要  

 

○制度概要 

岐阜県では、消防団員の確保が特に困難な過疎地域の消防団員を雇用する 

企業に対して、報奨金を交付する制度を実施しています。 

 

○対象 

次の要件を全て満たす知事の認定を受けた法人（資本金又は出資金が１億円 

以下）又は個人 

１．県内に事業所を有し、かつ全ての事業所が「消防団協力事業所表示制度」の

表示証の交付を受けていること。 

２．前年度より「過疎地域の消防団員」が純増していること。（基準日：４月１日 

現在） 

３．消防団活動に配慮した規定（就業規則等）を整備していること。 

４．事業税の課税業種であること。 

 

○交付内容 

過疎地域の消防団員純増者１人につき１０万円 

 

○期間 

平成３０年度、平成３１年度 

  

 

 

その他参考情報  

○ホームページ 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/17412.html 

〇報奨金パンフレット 

 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/17412.html


岐阜県消防団員雇用貢献企業報奨金制度について

消防団を支えるためには、
事業者のみなさまの理解と
協力が必要です！

～平成30年度より開始します～
申請年度の5月1日～7月31日までに申請してください。

関係書類を添えて、県の窓口（※下の申請先）へ提出します。

県の窓口で受付後、審査手続きが行われます。（概ね２週間程度）

審査結果は、認定通知書又は不認定通知書により申請者の方へ通知されます。

※申請先窓口（事業所が所在する市町村ごとに提出先が異なります）

岐阜県 危機管理部 消防課 消防係
TEL：058-272-1111（内2471） FAX：058-278-2549

E-mail：c11193@pref.gifu.lg.jp

岐阜県HPは

平成30年度、平成31年度（予定）

適用期間
純増者1人につき10万円
（過疎地域の消防団員に限る）

交付単価

「対象」で示した1～4の認定要件を、下記の基準日の時点で満たしていることが必要です。
なお、申請時期までに申請されない場合には、その事業年度で、この制度を利用できません。

～過疎地域とは～ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年3月31日号外法律第15号）に基づき指定されている地域
・ 飛騨市、下呂市、揖斐川町、七宗町、八百津町、
  白川町、東白川村、白川村…全域
・ 高 山 市 … 旧清見村、旧荘川村、旧久々野町、旧朝日村、旧高根村、旧上宝村
・ 関　　市 … 旧洞戸村、旧板取村、旧武儀町、旧上之保村

・ 中津川市 … 旧長野県山口村
・ 恵 那 市 … 旧串原村、旧上矢作町
・ 山 県 市 … 旧美山町
・ 郡 上 市 … 旧明宝村、旧和良村

基準日・申請の時期〔認定の申請は、県事務所へ提出してください。〕

対象

認定申請に関する手続きの流れ

報奨金の交付予定時期

制度に関するお問い合わせ

管轄する市町村申請先となる県機関

　報奨金は、申請年度の１月末日までに交付予定です。

法人・個人 4月1日

基準日 申 請 時 期

5月1日から7月31日までに申請

消防団　報奨金

危機管理政策課
（岐阜地域防災係）

西濃県事務所

揖斐県事務所

可茂県事務所

中濃県事務所

東濃県事務所

恵那県事務所

飛騨県事務所

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町

揖斐川町、大野町、池田町

美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、
東白川村、御嵩町

関市、美濃市、郡上市

多治見市、瑞浪市、土岐市

中津川市、恵那市

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

　次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法
人（資本金若しくは出資金が１億円以下）又は個人
が対象となります。

被雇用者が消防団に入団しや
すく、かつ消防団員として活
動しやすい環境づくりが必要。

県内の消防団員の被雇用者
（従業員）の割合は、約８割。

１　県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等
の全てが、「消防団協力事業所表示制度」
の表示証の交付を受けていること。

２　前年度より「過疎地域の消防団員」が純増
していること。（基準日：申請年度の4月1日現在）

3　消防団活動について配慮した規定（就業規
則等）を整備していること。

4　事業税の課税業種であること。

認
定
要
件

～ 消防団協力事業所表示制度とは ～

消防団協力事業所表示証

　事業所の消防団活動への協力を通じ、地域防災体制の一層の充実が図られることを目的とし
て、市町村長が消防団に協力している事業所等を「消防団協力事業所」として認定する制度です。
　総務省消防庁では、地域における消防団活動への一層の理解と協力を得るために、市町村に
おけるこの制度の導入を推進しています。

　制度については、各市町村へお問い合わせください。

※消防団協力事業所表示制度（総務省消防庁ホームページ）
http://www.fdma.go.jp/syobodan/welcome/company/index.html
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